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第２章 小児救急を含む小児医療 

 

小児救急医療は、医療機関、消防機関、行政機関等が協力して、救急医療体制を基本

に１次小児救急から３次小児救急までの小児救急医療体制によって対応している。小児

救急に携わる医師の不足等により、小児救急体制の確保が困難となっている実態を踏ま

え、小児医療連携圏域を設定して、小児医療機能の集約化と連携を進め、限られた医療

資源の効果的な活用と小児医療体制の確保・充実を目指す。 

小児医療を取り巻く現状として、15歳未満の患者は増加傾向であるが、死亡率は全国

値を下回っており、平成28年の小児科医師数は746人で、平成26年と比較すると14人(約

2％)増加している。 

 

 

 

 

 

 

【現 状】 

県では、県民誰もが安心して子育てできる社会の実現に向け、小児科医の確保、初期・

２次・３次救急の充実、医療機関相互のネットワークの充実、小児救急医療電話相談の

実施等、小児救急を含む小児医療の体制充実を図っている。 

 

(1) 小児救急医療電話相談体制 

   小児救急患者の家族等の不安の軽減を図るため、小児科医師によるバックアップ

体制のもと、看護師が症状への対応方法等の助言及び適切な受診医療機関の案内な

どを行う小児救急医療電話相談を実施している。 

  ア 小児救急医療電話相談（＃8000） 

    対象圏域：県下全域 

    相談時間：〈月～土曜日〉    18 時～24 時 

〈日祝日・年末年始〉 ９時～24 時 

電話番号：プッシュホン用、携帯電話 ＃８０００ 

         ダイヤル回線用 （０７８）３０４－８８９９  

           ※ ダイヤル回線、IP 電話、市外局番が 06 及び 072 の地域（尼崎市、

伊丹市、川西市、猪名川町等）の場合はダイヤル回線用に電話。 

  イ 地域における小児救急医療電話相談 

    小児救急医療電話相談窓口を圏域にも設置し、小児救急患者の家族等からの相談

に対応する。 

    実施圏域：神戸圏域、阪神南圏域、阪神北圏域、東播磨圏域、北播磨圏域 

播磨姫路圏域、但馬圏域、丹波圏域、淡路圏域 

    電話番号：各圏域の相談窓口により異なる 

         神戸圏域 ：０７８－８９１－３４９９ 

年度 H20 H23 H26 年度 H22 H24 H26 H28

外来 32.8 34 36.7 兵庫県 27.2 20.9 23.2 20.3

入院 1.1 1.1 1.5 全国 26.2 25.3 23.7 21.9

患者調査（厚生労働省） 人口動態調査（厚生労働省）

①15歳未満推計患者数　　（単位：千人） ②15歳未満死亡率（単位：１５未満人口10万人あたり)
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         阪神南圏域：０６－６４３６－９９８８ 

         阪神北圏域：０７２－７７０－９９８１ 

         東播磨圏域：０７８－９３７－４１９９ 

         北播磨圏域：０７９４－６２－１３７１ 

         播磨姫路圏域：０７９－２９２－４８７４ 

         但馬圏域 ：０７９６－２２－９９８８ 

         丹波圏域 ：０７９５－７２－４３９６ 

淡路圏域 ：０７９９－４４－３７９９ 

 

(2) １次小児救急医療体制 

休日及び夜間における１次小児救急患者については、１次救急医療機関である休日

夜間急患センター、在宅当番医制により対応することとしている。 

また、１次救急医療機関において小児科に対応していない地域については、救急告

示医療機関や２次小児救急病院で対応することとしている。 

なお、阪神北圏域では、１次小児救急医療を提供する阪神北広域こども急病センタ

ーを３市１町が共同で平成20年4月に開設するとともに、三田市において、内科・小

児科を中心とした三田市休日応急診療センターを平成22年3月に開設した。 

  また、神戸圏域においても、１次小児救急医療の強化として、神戸こども初期急病

センターを平成22年12月に開設した。 

(3) ２次小児救急医療体制 

休日及び夜間における２次小児救急患者に対応し、１次小児救急医療機関の後送先

ともなる病院を確保するため、地域内の小児科医師を確保する病院群が輪番制方式

（小児科救急対応病院群輪番制）により対応することとしている。 

現在、11の２次小児救急医療圏域で実施しているが、圏域によっては輪番制の当番

日に空白があり、隣接圏域の当番病院との連携等により対応している場合がある。 

 (4) ３次小児救急医療体制 

県立こども病院（平成14年10月から３次小児救急患者に対する救命救急医療を提供、

平成19年10月、小児救急専用のＩＣＵをもつ小児救急医療センターを整備、平成28年

5月、メディカルクラスターの中核病院としてポートアイランドに移転）及び、県立

尼崎総合医療センター（平成27年７月、県立尼崎病院と県立塚口病院を統合再編）の

２機関を、平成29年４月に、「小児救命救急センター」に指定し、重篤な小児救急患

者を24時間体制で受け入れる等、順次３次小児救急医療体制の充実を図っている。 

また、３次救急医療圏域７ブロックに設置している救命救急センター等の３次救急

病院においても、小児３次救急患者に対する救命救急医療を確保している。 

(5) 小児救急医療を担う医師の研修体制 

  １次小児救急医療に対応できる医師を養成するため、平成14年度から内科医師等を

対象に小児救急医療研修を実施している。 

(6) 小児医療連携圏域の設定 

 ア 平成19年7月に国から示された「小児医療の体制構築に係る指針」において、小児

に係る２次医療機能を担う「小児地域医療センター」と３次医療機能を担う「小児
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中核病院」を位置づけ、小児救急を含む小児医療の連携体制を構築すべきことが示

された。 

  イ 県内でも小児科医の確保が困難な地域が多いなかで、小児救急を含む小児医療

を継続的に確保していくために、小児医療に係る連携を進める小児医療連携圏域

を設定している。 

ウ 小児の専門医療を実施し24時間365日入院医療を要する小児救急に対応する小

児地域医療センターを連携圏域ごとに位置づけ、小児科救急対応病院群輪番制参

加病院をはじめとする地域の小児医療機関との連携体制を構築している。 

エ ２次医療機能を担う小児地域医療センターを、小児医療連携圏域（８圏域）に

各１カ所以上合計11機関設置するとともに、３次医療機能を担う小児中核病院を、

県内に４機関設置している。 

 

 

 

 

【課 題】 

(1) 小児救急医療電話相談体制 

   深夜帯の相談について翌朝まで対応ができていない圏域があり、時間帯により電話

が通じにくいなどの課題もある。今後も、小児救急患者家族の不安を解消し、不要

不急な受診を解消するため、小児救急医療電話相談を充実していく必要がある。 

(2) １次小児救急医療体制 

 東播磨・北播磨の市町をはじめ、休日夜間急患センター、在宅当番医制、１次小児

救急医療を担う小児科救急対応病院群輪番制のいずれにおいても対応できていない

空白日、時間が生じている地域がある。 

(3) ２次小児救急医療体制 

ア ２次小児救急医療圏域に基づき、小児科救急対応病院群輪番制等による２次小児

救急医療体制を確立していく必要がある。 

イ 小児科救急対応病院群輪番制は、狭い地域に比較的多数の病院がある場合は円滑

な運用が期待できるが、広い地域に少数の病院が散在している場合には必ずしも効

果的な運営が期待できない場合がある。 

(4) ３次小児救急医療体制 

ア ３次小児救急医療を担う県立こども病院及び県立尼崎総合医療センターと、各圏

域の２次小児救急病院との円滑な連携体制を構築する必要がある。 

イ 病院間のネットワークを構築する等、小児地域医療センターのレベルアップを図

る必要がある。 

 (5) 小児科医の確保 

  特定の地域、診療科における医師の偏在等により、県内でも小児科医の確保が困難

な地域が多く存在する。 

(6) 小児救急医療を担う医師の研修体制 

   小児救急医療研修受講者の小児救急医療体制への参画を促進する必要がある。 

＜国の指針に位置づけられた小児医療機能（２次・３次）＞ 

小児地域医療センター：小児専門医療を実施し、24 時間 365 日小児救急への対応が可能な病院 
小児中核病院：高度専門的な小児医療を実施し、小児救命救急医療を 24 時間体制で実施する病院 
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 (7) 災害時における小児救急体制の確保 

      災害時においても、小児患者に適切に対応できる体制の構築が必要である。 

(8) 小児向け在宅医療提供体制の確保 

    重症心身障害児や医療的ケアが必要な障害児が退院後も安心して身近な地域で療 

養・療育が可能となるよう、医療・福祉・教育等多くの関係職種及び関係機関との連 

携体制を構築し、地域の実情に応じた小児等在宅医療提供体制の整備が必要である。 

(9) 小児精神科医療の確保 

こころの問題のある児等に対して、精神科医療を提供するとともに、地域の関係機 

関が連携して支えていく体制を整備する必要がある。 

(10) 発達障害児に対する医療ネットワークの構築 

  発達障害児を診断・診療できる専門医療機関が限られているため、地域の関係機 

関が連携して支えていく体制を整備する必要がある。 

（11）児童虐待防止に対する医療ネットワークの構築 

児童虐待の対応件数は年々増加しており、医療機関には頭部外傷をはじめ、虐待を 

疑わせる児童の受診も多い。このため、中核的な医療機関を中心とした医療機関のネ 

ットワークの構築や児童虐待対応の向上を図る必要がある。 

 

【推進方策】 

 １ 小児救急医療体制の充実 

(1) 小児救急医療電話相談体制の推進 

   小児救急患者家族の不安解消や不要不急な受診を減少するため、全県の小児救急医

療電話相談(#8000)について、相談時間の翌朝まで延長し、小児救急医療電話相談体制

の充実を図る。（県、市町、医療機関） 

(2) １次小児救急医療体制の整備 

ア 住民の利便性の向上を図るため、１次小児救急医療体制の診療日及び診療時間等

の充実を図る。（市町） 

イ 郡市ごとに１次小児救急医療体制の確保が困難な地域については、広域的な１次

小児救急医療機関の整備を進める。（市町、医療機関） 

 (3) ２次小児救急医療体制の整備 

 ２次小児救急医療圏域を単位として、小児科救急対応病院群輪番制等による２次小

児救急医療体制の整備を推進する。（県、市町、医療機関） 

 (4) 小児医療連携圏域の設定 

  ア 小児医療に係る連携を進める小児医療連携圏域において、小児救急を含む小児

医療の継続的な確保を推進していく。 

イ 小児科救急対応病院群輪番制参加病院をはじめとする地域の小児医療機関との

連携体制を推進する。 

(5) ３次小児救急医療体制の整備 

ア 小児救命救急センターである県立こども病院、県立尼崎総合医療センターととも

に、神戸大学医学部附属病院、兵庫医科大学病院を小児中核病院と位置付け、３次

小児救急医療体制の充実を図る。（県、医療機関） 
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イ これらの小児中核病院が各地域の小児地域医療センターや小児科救急対応病院

群輪番制参加病院を支援する体制を整備する。（県、市町、医療機関） 

(6) 小児救急医療を担う医師の研修体制 

ア 小児救急医療研修受講者の中から、より多くの医師が小児救急医療体制に参画 

されるよう働きかける。（県、関係団体） 

イ 小児救急医師の人材を養成・確保するため、全県の医療人材養成・派遣の拠点 

である地域医療活性化センターの活用や、医師会等と連携し研修事業を実施する。 

（県、医師会） 

ウ 県専攻医の採用、女性医師再就業支援ｾﾝﾀｰを通じ、小児科医の確保、養成を図る。

（県） 

 

２ 地域における小児医療体制の確保 

  (1) 災害時における小児救急体制の確保 

      災害時小児周産期リエゾン養成研修（厚生労働省実施）へ医師、助産師、看護師等

を派遣し、災害時小児周産期リエゾンを養成するとともに、災害時小児周産期リエゾ

ンと災害医療コーディネーターが連携した総合防災訓練や研修などを実施する。（県、

関係団体） 

  (2) 小児向け在宅医療提供・連携体制の確保 

      医療的ケアを必要とする小児等の在宅療養患者とその家族が、安心して暮らしてい 

ける在宅医療提供体制を構築するため、医師、看護師、理学療法士等に対し小児在宅 

医療講習会を実施するとともに、地域の実情に応じた市町の取組を支援し、医療・福 

祉・教育等多くの関係職種及び関係機関との連携体制を構築する。 

（県、市町、関係団体） 

  (3) 小児精神科医療の確保 

      こころの問題のある児等に対して、県立こども病院や県立尼崎総合医療センターに 

おいて、「こころ」と「からだ」を密接に関連付けた総合的な医療を提供するととも

に、県立ひょうごこころの医療センターを含めた精神科医療機関との連携体制を構築

する。 

（県、市町、関係団体） 

(4) 発達障害児に対する医療ネットワークの構築 

発達障害児（自閉症も含む）に対して、身近なところで診断・診療が受けられるよ

う、県立こども発達支援センターと他の医療機関との発達障害児医療ネットワークの

構築など、医療体制の検討を進める。（県、医療機関） 

（5）児童虐待防止に対する医療ネットワークの構築 

 県立尼崎総合医療センターを中核として、県内各医療機関のネットワークの構築や 

保健医療従事者の教育研修等を行い、児童虐待対応の向上を図る。 

（県、医療機関） 
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＜２次小児救急圏域と小児医療連携圏域＞ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目 標】 

目標 現状値 目標設定(達成年度) 

小児救急電話相談時間 
24 時まで 

（2017） 

翌朝 8 時まで 

（2018） 

小児向け在宅医療関係研修会

等の実施数 

２回 

（2016） 

年３回以上 

（2023） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2次保健
医療圏域

構成市町
2次小児
救急圏域

小児医療
連携圏域

小児地域医療
センター

小児中核病院

神戸 神戸市 神戸

三田市 三田

尼崎市・西宮市・芦屋市 阪神南

伊丹市・宝塚市・川西市・猪名
川町

阪神北

東播磨
明石市・加古川市・高砂市・稲
美町・播磨町

東播磨 東播磨 加古川中央市民病院

北播磨
西脇市・三木市・小野市・加西
市・加東市・多可町

北播磨 北播磨 北播磨総合医療センター

姫路市・福崎町・市川町・神河
町

中播磨

相生市・たつの市・赤穂市・宍
粟市・太子町・上郡町・佐用町

西播磨

但馬
豊岡市・養父市・朝来市・香美
町・新温泉町

但馬 但馬 公立豊岡病院

丹波 篠山市・丹波市 丹波 丹波 ※県立柏原病院

淡路 洲本市・南あわじ市・淡路市 淡路 淡路 県立淡路医療センター

8圏域 41市町 11圏域 8連携圏域 11機関 4機関

※県立柏原病院と柏原赤十字病院は2019年に統合再編し、新病院の県立丹波医療センター（仮称）は
　小児地域医療センターとしての機能を継続予定。

阪神

播磨
姫路

神戸･三田

神戸市立医療センター中央市
民病院
済生会兵庫県病院
六甲アイランド甲南病院
神戸市立西神戸医療センター

★県立こども
　病院

★県立尼崎
　総合医療
　センター

　神戸大学
　附属病院

　兵庫医科
　大学病院

★：小児救命
救急センター

阪神 市立伊丹病院

播磨姫路 姫路赤十字病院
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＜2次小児救急医療圏域・小児医療連携圏域図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新温泉町

香美町 豊岡市

養父市

朝来市

宍粟市

佐用町

上郡町

赤穂市

相生市

たつの市

姫路市

姫路市

福崎町

市川町

神河町

多可町

西脇市

加東市

三田市

明石市

丹波市

小野市

加西市

加古川市

神戸市

三木市

川西市

宝塚市

伊丹市

尼崎市

西宮市

淡路市

洲本市

南あわじ市

播磨町

篠山市

高砂市

芦屋市

稲美町

丹波

西播磨

中播磨

北播磨

阪神南

阪神北

２次小児救急医療圏域 ：11圏域
小児医療連携圏域 ：８圏域

(平成29年4月)
★小児救命救急センター 2病院
☆救命救急センター等 12病院

(平成29年4月)
◎小児中核病院 4病院
○小児地域医療ｾﾝﾀｰ 11病院

東播磨

阪 神

但馬

淡路
淡路圏域

☆県立淡路医療センター
○県立淡路医療センター

神戸・三田圏域
★県立こども病院
☆県災害医療センター
☆神戸市立医療センター
☆神戸大学医学部附属病院
◎県立こども病院

◎神戸大学附属病院
○神戸市立医療ｾﾝﾀｰ中央市民病院

○神戸市立西神戸医療センター
○六甲アイランド甲南病院
○済生会兵庫県病院

阪神南圏域
★県立尼崎総合医療センター
☆県立尼崎総合医療センター
☆兵庫医科大学病院
☆県立西宮病院
◎県立尼崎総合医療センター

◎兵庫医科大学病院
○市立伊丹病院

東播磨圏域

☆県立加古川医療センター

○加古川中央市民病院

丹波圏域

☆県立柏原病院
○県立柏原病院

但馬圏域

☆公立豊岡病院
○公立豊岡病院

播磨姫路圏域

☆県立姫路循環器病センター

☆製鉄記念広畑病院

○姫路赤十字病院
北播磨圏域
○北播磨総合医療センター

神戸

三田

神戸・三田

圏域名

播磨姫路

猪名川町

太子町

圏域名
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小児救急医療体制図 
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【３次救急医療機関】 
①小児救命救急センター：２機関 
（県立こども病院☆、県立尼崎総合医療センター☆） 

 
②救命救急センター：10 機関 
（兵庫県災害医療センター、神戸市立医療ｾﾝﾀｰ中央市民病
院、県立尼崎総合医療センター☆、兵庫医科大学病院☆、県
立西宮病院、県立加古川医療センター、県立姫路循環器病セ
ンター、製鉄記念広畑病院、公立豊岡病院、県立淡路医療セ
ンター） 
 
③３次的機能病院：２機関 
（神戸大学医学部附属病院☆、県立柏原病院）  

【２次救急医療機関】 
・小児科救急対応病院群輪番制（神戸、阪

神南、阪神北、三田、東播磨、北播磨、中播磨、

西播磨、但馬、丹波、淡路の 11 圏域） 

 
 
広域災害・救

急医療情報

システム（小

児救急医療

情報システ

ム運営含む） 

【初期救急医療機関】 
・休日夜間急患センター  
・在宅当番医制 

 

救急搬送機関 
 

小児救急患者 

・小児救急医療電話相談（＃8000） 
全県を対象とした電話相談 

・地域の小児救急医療電話相談 
  [神戸、阪神南、阪神北、東播磨、北播磨、 

播磨姫路、但馬、丹波、淡路圏域] 

【小児地域医療センター】 
小児医療連携圏域（８圏域）に

各１カ所以上 

【小児中核病院】 
４機関 
（３次救急医療機関
のうち、☆の機関） 


